
19年度 20年度

45回 46回

17回 14回

6億219万円 6億1,919万
円

北方四島との交流（訪問事業）の実績
（13回）

（必要性）
　ロシアの不法占拠下にある北方四島の返還を一日も早く実現することは国家の存立に関わる課題であ
り、当然国が政策をもって関わるべき分野であるといえる。
　また、北方四島の早期返還のためには、外交交渉を支える一致した国民世論の高揚とその持続、日露
間における相互理解の増進が不可欠であり、それらを政府として支援する当該政策は今後とも優先的か
つ積極的に取り組むことが必要な政策の一つである。

(反映の方向性）
　北方四島の帰属の問題を解決して日露平和条約を締結し、両国間に真の相互理解に基づく安定した関
係を確立することが、我が国の一貫した基本方針である。この基本方針の下、外交交渉を後押しするた
め、国民一人一人の関心と理解をさらに深め、関係団体と連携しながら返還要求運動の一層の発展を図
る。特に次代を担う若い世代に向けた施策の充実を図る。また、四島交流事業（訪問事業）や、北方地
域旧漁業権者等に対する貸付事業等の援護措置について、関係機関と協力しつつ、今後の在り方に関す
る検討を行う。

（有効性）
　平成20年度においては、全国各地で目標を上回る回数の大会が行われ、外交交渉の後押しとなった。
　また、北方四島との交流事業（訪問事業）においては、北方領土問題の解決を含む日露間の平和条約
締結問題解決のための環境整備に貢献する取組が行われた。
　北方地域旧漁業権者等への貸付については、北方地域旧漁業権者等に対し事業又はその生活に必要な
資金が貸し付けられた。

昨年度の実績値を踏まえて目標値を設定した。

達成目標の
設定の考え方

【達成目標、達成状況、実績値、達成目標の設定の考え方】

昨年度の実績値を踏まえて目標値を設定した。

（総合的評価）
　北方領土返還を求める各種の大会が全国各地で開催された他、北方四島との交流事業を通じて日本国
民と現に北方地域に居住するロシア人との相互理解の増進が図られた。また、北方地域旧漁業権者等へ
の貸付事業を通じて、北方地域旧漁業権者等が営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定が図られ
た。このような取組は、北方領土問題の解決の促進に貢献したと考えられる。

（効率性）
　北方地域旧漁業権者等に対する貸付事業は独立行政法人北方領土問題対策協会で行っているところ、
同法人においては、事務所の移転等、経費の削減のための取組みが行われた。

平成20年度政策評価書（事後評価）要旨

政策体系上の位置付け
評価実施時期：平成21年8月

担当部局名：内閣府 北方対策本部

【評価結果の概要】

北方領土問題の解決の促進
施策名

施策の概要

　北方領土返還を求める各種大会に後援名義を付与するほか、北方領土問題の解決を含む日露間の平和
条約締結問題解決のための環境整備を目的として実施される北方四島との交流（訪問事業）の実施にあ
たり、必要な事務手続を行う。また、北方地域旧漁業権者等を対象とした貸付事業等の援護措置を実施
する。

北方領土問題の解決の促進

【実績評価方式】

昨年度の実績値を踏まえて目標値を設定した。

実　績　値

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

達成目標
（平成20年度）

達成状況

目標以上の成
果を達成でき
た

目標以上の成
果を達成でき
た

全国各地で開催される北方領土返還の
各種大会の実績（県民大会等30回）

北方地域旧漁業権者等への貸付実績
（5億円）

目標以上の成
果を達成でき
た
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